
湯
島
聖
堂
神
晨
刻
像
の
線
た
と
沿
羊

．

○
学
僧
奇
然
に
よ
る
中
国
着
未
の
伝
承

場
島
聖
堂
神
晨
廟
に
安
五
さ
れ
て
い
る
神
晨
刻
像
は
今
を
去
る
一
十
年
前
、
僣
徒
六
人
を

率
い
て
末
に
友

っ
た
人
和
東
大
寺
の
学
僧
奇
然
が
、
党
わ
二
年

（九
八
セ
）
釈
迦
像
や
各
共

な
ど
と
と
も
に
持
ち
帰

っ
た
ヤ
国
着
米
の
作
品
で
、
日
本
晨
者
の
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
奇
然
が
着
未
し
た
と
す
る
こ
の
伝
ネ
は
確
証

・を
久
い
た
ま
ま
堆
移
し
て
き
た
。

○
神
晨
肉
像
背
扉
よ
り
新
し
い
記
録
の
分
几
　
　
一

一
方
、
同
じ
く
奇
然
の
着
未
し
た
と
さ
れ
る
釈
迦
像
は
、
今
日
ま
で
京
都
嵯
戦
野
の
ユ
台

占
清
涼
寺
に
護
持
さ
れ
て
い
る
が
、
昭
わ
二
十
八
年
そ
の
胎
内
か
ら
ヤ
国
よ
り
の
着
未
品
や

そ
の
日
録
が
芥
几
さ
れ
、
学
術
調
査
が
行
な
わ
れ
た
結
果
、
そ
の
事
実
が
確
認
さ
れ
て
釈
迦

像
を
は
じ
め
胎
内
物
は
国
宝
に
指
定
さ
れ
る
に
二

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
日
録
か
ら
は
神
晨

，刻
像
の
記
録
は
遂
に
芥
几
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
伝
ネ
に
確
証
が
得
ら
れ
ぬ
こ
と

に
か
ね
て
関
ミ
を
寄
せ
ら
れ
て
い
た
欠
数
逍
明
北
里
冴
究
所
付
属
束
洋
医
学
総
合
研
究
所

名
誉
所
長

（医
博

・
え
博
）
は
、
ヤ
国
の
関
係
ガ
働
研
究
家
に
神
晨
刻
像
の
写
真
を
送
り
、

調
査
と
煮
几
を
ネ
め
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、

「末
え
」
列
伝
の
杏
然
の
事
跡
に
釈
迦
像
の
着

未
に
関
す
る
記
録
は
あ
る
が
神
晨
刻
像
の
託
録
は
無
い
こ
と
、
ま
た
、
末
代
の
作
品
と
断
定

す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
背
扉
に
何
ら
か
の
記
録
が
あ
る
箸
と
の
示
浚
が
寄
せ
ら
れ
た
。

昭
わ
二
十
九
年
斯
え
会
並
び
に
同
博
士
に
よ
り
神
晨
刻
像
の
背
扉
が
開
か
れ
た
と
こ
ろ
、

そ
の
夏
衝
か
ら
全
く
予
想
さ
れ
な
か
っ
た
託
録
が
芥
几
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
二
代
着
軍
家
え

が
寛
永
十
四
年

（
一
六
二
た
）
雑
司
ヶ
谷
の
地
に
基
た
匙
を
定
め
、
家
え
の
発
願
に
よ
り
初

代
率
え
主
出
下
宗
琢
が
神
晨
肉
像
を
製
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
直
接
の
作
者
は
明
石
清
左
衛

閂
藤
原
真
信
で
あ
り
、
同
十
七
年

（
一
六
口
○
）
こ
れ
上
安
置
す
る
と
託
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
記
録
に
あ
る
基
え
や
え
主
宗
琢
に
つ
い
て
は
え
実
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
が
、
作
者
に

つ
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
が
得
ら
れ
ず
、
な
お
、
調
査
を
羹
妥
と
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
若
に
近
べ
た
よ
う
に
奇
然
関
生
の
奇
料
に
確
証
が
な
い
こ
と
と
、
こ
の

新
事
実
の
出
現
に
よ
り
奇
然
着
未
伝
ネ
は
ほ
ぼ
崩
れ
た
こ
と
に
な
り
、
神
晨
刻
像
の
線
た
は

家
兆
芥
願
に
よ
る
こ
と
に
た
ま
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

○
聖
蛍
安
五
か
ら
遷
座
、
竜
座
ま
で
　
　
　
　
　
・

二
代
着
軍
綱
吉
は
、
元
禄
二
年

（
一
六
九
〇
）
湯
島
の
地
に
聖
堂
を
創
定
し
た
が
、
同
十

一
年

（
一
六
九
八
）
雑
司
ヶ
谷
基
え
地
に
護
国
キ
を
え
て
る
た
め
、
聖
堂
敷
地
東
北
の
位
置

に
沖
晨
廟
を
設
け
、
こ
の
神
晨
刻
像
を
移
し
安
五
し
た
。
そ
の
後
、
寛
政
九
年

（
一
た
え
た
）

着
軍
家
齋
の
侍
医
。多
紀
元
こ
の
要
請
で
神
晨
刻
像
は
神
口
佐
久
閂
町
の
書
學
館

（官
立
の

医
学
校
、
前
身
は
父
え
孝
の
剣
立
し
た
班
壽
年
）
に
遷
座
し
た
。
以
後
、
春
秋
に
祭
儀

（宦

祭
）
が
行
な
わ
れ
、
歴
代
着
早
の
崇
信
も
篤
く
明
治
雄
新
に
二
っ
た
。

明治元年
（一人六八）神貰刻像は新政府の宦物として晨商務省博物局に陳列

Ｍ̈当往吐欲れ句行麟螂韓厳薇成」だが”饗群唾ば）‐こた鄭静酔っ黙漱賊和鑑動

動れれ薇魏」に律特鰤仲一石蜃膊卿か慟燎管導「〔」称・プ、臓相敵相嘲州脚〔ほ

に
県
純
襲
拝
ゲ

（
一
人
八
た
）
温
婦
社
は
径
普
困
難
か
ら
解
散
と
な
り
沖
晨
刻
像
は
許
可
を

受
け
て
一
人
浅
口
宗
伯
の
屋
敷
に
遷
さ
れ
た
。
そ
の
う
え
で
、
宗
伯
は
あ
ら
た
め
て
下
賜
を

願
い
出
た
と
こ
ろ
来
官
侍
医
と
し
て
の
グ
職
や
来
洋
医
学
に
尽
く
し
た
功
を
認
め
ら
れ
て

同
年
十
二
月
許
可
さ
れ
、
神
夏
刻
像
は
宗
伯
の
所
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

大
工
に
二
り
十
二
年

（
一
九
二
二
）
の
関
来
人
震
え
で
浅
口
家
の
神
晨
れ
堂
が
壊
れ
た
こ

魯”『替級幹好一絲無一一一』̈
一喩一榊蝶物磁は印疇蒔柿晦諭螺績％』絲翻

昭
わ
十
七
年
、木
村
家
を
嗣
い
だ
春
子
木
村
長
久
は
太
子
洋
戦
争
で
軍
医
と
し
て
痣
召
す

る
際
、
神
晨
刻
像
の
着
未
を
考
え
関
係
者
と
協
議
し
た
結
果
、
ん́
の
廟
所
で
あ
る
聖
堂
に
移

す
の
が
晨
も
所
を
得
た
も
の
と
し
て
、
斯
大
会
に
寄
贈
を
申
し
出
た
。
斯
大
会
は
こ
の
申
し

鋤鶴
物愧
難
紺
舞
浮
弱
が
舜
蟹
謡
製
毎
囁
ｔ
奸
孫

九
四
二
）
七
月
、
百
二
十
年
ぶ
り
に
神
晨
刻
像
は
聖
堂
に
邁
座
し
た
。

○
戦
後
の
神
晨
祭
行
事

．

戦
後
、
神
晨
祭
は
昭
を
二
十
八
年

（
一
九
二
二
）
九
月
二
十
八
日
、
本
会
の
主
催
と
神
晨

本
議
会
の
前
身
で
あ
る
神
晨
史
蹟
礼
贅
会
の
協
贅
に
よ
っ
て
復
活
し
た
。
孔
子
祭
、
先
儒
祭

と
と
も
に
聖
堂
の
二
大
行
事

・
の
一
つ
と
し
て
、
現
在
は
勤
労
感
謝
の
日
の
住
晨
に
行
な
わ
れ
、

本
撥
団
体
も
十
を
数
え
、
神
晨
を
顕
彰
す
る
詭
念
講
演
会
も
併
せ
開
催
し
て
い
る
。
因
み
に
、

千
茂
十
年

（
一
九
九
八
）
に
は
、
神
晨
刻
像
が
雑
司
ヶ
谷
か
ら
は
じ
め
て
聖
堂
に
安
五
さ
れ

て
以
来
二
百
年
を
４
え
て
い
る
。


